
  船舶事故調査報告書 
 

 

   船種船名 押船 第八十八河野丸 

   船舶番号 ２０２－５２５３北海道 

   総トン数 １９トン 

 

   船種船名 起重機台船 第１２８河野丸 

   総トン数 ６０６トン 

 

   事故種類 送電線損傷 

   発生日時 平成２７年５月２３日 ０６時２７分ごろ 

   発生場所 宮城県気仙沼市蜂
はち

ケ
が

埼南西方 

         気仙沼港導灯（前灯）から真方位２６０°６５０ｍ付近 

（概位 北緯３８°５３.６０′ 東経１４１°３５.２９′） 

 

 

                      平成２７年１０月２２日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                   委   員  小須田   敏 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

要 旨 

 

＜概要＞ 

 押船第八十八河野
こ う の

丸は、船長が１人で乗り組み、作業員５人が乗った起重機台船第

１２８河野
こ う の

丸と押船列を構成し、気仙沼市気仙沼港内を航行中、平成２７年５月２３

日０６時２７分ごろ、起重機台船のジブが送電線に接触し、送電線に切断等を生じた。 

 押船列は、船長及び作業員に負傷はなかったが、起重機台船のジブに溶痕を生じ、

また、送電線の切断等により、付近の９,２７５戸が１時間１３分にわたって停電し

た。 

 

 



＜原因＞ 

 本事故は、押船列が、気仙沼港内において、気仙沼港の朝日ふ頭と蜂ケ埼の鉄塔の

間に架設された送電線の下をクレーンのジブを立てた状態で航行したため、送電線に

ジブの先端部が接触して下段の送電線に切断、中段の送電線に損傷を生じたことによ

り発生したものと考えられる。 

 押船列が、送電線の下をクレーンのジブを立てた状態で航行したのは、船長が、送

電線の存在を知らなかったことから、ジブを立ててグラブバケットの取付け作業を行

わせていたことによるものと考えられる。 

 船長は、気仙沼港において、送電線の存在を知らなかったことから、ジブを立てた

状態で航行していたものの、前方上空の見張りを適切に行っていなかった可能性があ

ると考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 押船第八十八河野
こ う の

丸は、船長が１人で乗り組み、作業員５人が乗った起重機台船第

１２８河野
こ う の

丸と押船列を構成し、気仙沼市気仙沼港内を航行中、平成２７年５月２３

日０６時２７分ごろ、起重機台船のジブが送電線に接触し、送電線に切断等を生じた。 

 押船列は、船長及び作業員に負傷はなかったが、起重機台船のジブに溶痕を生じ、

また、送電線の切断等により、付近の９,２７５戸が１時間１３分にわたって停電し

た。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２７年５月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官

（仙台事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２７年５月２５日 現場調査、口述聴取及び回答書受領 

平成２７年５月２６日 現場調査及び口述聴取 

平成２７年５月２９日、６月２日、４日、７月８日 回答書受領 

  平成２７年６月５日、７月６日、８月１１日 口述聴取 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、船長、クレーンオペレータを含む作業員５人及び

船舶所有者（株式会社河野組、以下「Ａ社」という。）の担当者の口述並びにＡ社の

回答書によれば、次のとおりであった。 

 第八十八河野丸（以下「Ａ船」という。）は、起重機（クレーン）台船第１２８河

野丸（以下「Ｂ船」という。）の船尾凹部に船首部を結合して押船列（以下「Ａ船押

船列」という。）を構成し、平成２７年５月２３日から気仙沼市の海岸における災害

復旧工事に当たることとなった。 
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 Ａ船押船列は、気仙沼港大浦の係留場所において、５月２３日０５時３０分ごろ、

作業員５人がＢ船で、作業場所に着いたらすぐに作業を行うことができるよう、航行

中にクレーンの吊
つ

り具をフックからグラブバケットに取り替える作業を行うこととし、

フックをクレーンで吊
つ

り上げてＢ船の操縦室左舷側のフック格納場所に置き、吊り索

のワイヤロープからフックを取り外した。 

 Ａ船押船列は、０６時００分ごろ、船長がＡ船の上部操舵室で操船に当たり、クレー

ンオペレータを除く作業員４人が離岸作業を行って作業場所に向かった。 

Ａ船押船列は、ジブの先端が貨物スペースの船首側に置いたグラブバケットの真上

に来るように操作してジブの傾斜角等を調整し、作業員全員で吊り索の先端にグラブ

バケットを取り付ける作業を行いながら気仙沼港内の水路を南東進中、０６時２７分

ごろ、朝日ふ頭と蜂ケ埼間においてグラブバケットの上方でバチッと音がするととも

に火花が落下した。 

 船長及び作業員は、上空を見上げたところ、送電線１本が切断して両岸側に落ちて

いくのを認めた。 

 船長は、作業を請け負った会社の担当者に事態を報告した後、海上保安庁に通報し、 

Ａ船押船列は、海上保安庁の指示で大浦の係留場所に戻った。 

 

本事故の発生日時は、平成２７年５月２３日０６時２７分ごろで、発生場所は、気

仙沼港導灯（前灯）から２６０°（真方位、以下同じ。）６５０ｍ付近であった。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ｂ船全景、写真２ Ａ船下部操舵室、写真

３ クレーン格納状況 参照） 

 

２.２ 人の死亡及び負傷に関する情報 

 船長の口述によれば、Ａ船押船列の船長及び作業員に死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

船長の口述によれば、Ａ船及びＢ船の船体に損傷はなかったが、ジブの先端部に溶

痕が生じた。 

（写真４ ジブ先端、写真５ 損傷箇所 参照） 

 

２.４ 船舶以外の施設等の損傷に関する情報 

船長及びＡ社の担当者の口述並びにＡ社及び電力会社（以下「Ｃ社」という。）の

回答書によれば、‘気仙沼港の朝日ふ頭と蜂ケ埼の鉄塔の間に架設された送電線’（以

下「本件送電線」という。）３本のうち、下段の送電線１本が切断して中段の送電線

１本が損傷し、付近の９,２７５戸が０６時２７分～０７時４０分の１時間１３分に
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わたって停電した。 

（写真６ 送電線 参照） 

 

２.５ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、操縦免許証 

    船長 男性 ４１歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

      免許登録 日 平成２２年１２月２７日 

      免許証交付日 平成２２年１２月２７日 

             （平成２７年１２月２６日まで有効） 

(2) 主な乗船履歴等 

    船長の口述によれば、陸上の土木関係の仕事に従事した後、平成１５年ごろ

にＡ社に入ってＡ船押船列の作業員として乗船していたが、約５年前に小型船

舶操縦士の免許を取得し、Ａ船押船列の船長として乗船するようになった。 

 (3) 健康状態 

   船長の口述によれば、本事故当時、健康状態に問題はなく、また、平成２６

年１２月１１日に、船員法に基づく検査を受け、合格と判定された。 

 

２.６ 船舶に関する情報 

 2.6.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

  船 舶 番 号  ２０２－５２５３北海道 

     船 籍 港  北海道函館市 

     船舶所有 者  Ａ社 

総 ト ン 数  １９トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  １３.５０ｍ×５.５０ｍ×１.９５ｍ 

     船    質  鋼 

     機    関  ディーゼル機関２基 

     出    力  ５８８.４０kＷ／基 合計１,１７６.８０kＷ 

     推 進 器  固定ピッチプロペラ２個 

     進 水 年 月  平成８年１１月 

     用    途  押船兼作業船 

     航 行 区 域  沿海区域 

     最大搭載人員  船員１人、その他の乗船者５人計６人 

   (2) Ｂ船 
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     船舶所有者  Ａ社 

総 ト ン 数  ６０６トン 

     Ｌ×Ｂ×Ｄ  ５０.００ｍ×１８.００ｍ×３.５０ｍ 

     船   質  鋼 

     最 大 搭 載  １,０００ｔ 

     進 水 年 月  平成８年６月 

     起 重 機  型式 全旋回式、最大吊上
つりあげ

能力 １６０ｔ、ジブ長さ  

３４.０ｍ（最大） 

     用 途  消波ブロック及び諸方
ほう

塊
かい

の据付け、航路及び泊地の浚渫
しゅんせつ

作業、杭及び矢板
や い た

打、砕岩作業 

 

2.6.2 船舶に関するその他の情報 

   (1) Ａ船 

    ① 船体構造等 

      Ａ船は、上部操舵室及び下部操舵室が設けられており、ふだん、押船列

を構成して航海する際には、上部操舵室で操船が行われていた。また、Ａ

船押船列は、Ａ船の両舷船首部にある油圧装置によって連結ピンをＢ船の

船尾凹部に押し込んで連結するピン式であった。 

    ② 上部操舵室 

      Ａ船は、上部操舵室にレーダー、ＧＰＳプロッターなどが設置されてお

らず、長距離を航海する場合には、Ｂ船の操縦室に作業員を配置し、Ｂ船

に設置されたレーダー及びＧＰＳプロッターの情報を得ながら航海を行っ

ていた。 

    ③ その他 

      船長の口述によれば、本事故時、船体、機関及び機器類に不具合又は故

障はなかった。 

（付図２ Ａ船一般配置図 参照） 

   (2) Ｂ船 

    ① 船体構造等 

      Ｂ船は、船首部に全旋回式クレーンを設置し、その船尾方に貨物スペー

スを、船尾部に甲板室をそれぞれ配置していた。 

      甲板室は、上方から順に、操縦室、乗船者の居室、食堂等が配置されて

おり、操縦室の左舷側にフックの格納場所及びジブの架台があった。 

    ② ジブ高さ 

      Ａ社の回答書によれば、本事故時のジブの傾斜角は約７２.４°で、水
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面からジブ先端までの高さは約４１.３ｍであった。 

    ③ その他 

      船長の口述によれば、本事故時、船体、機関及び機器類に不具合又は故

障はなかった。 

（付図３ Ｂ船一般配置図 参照） 

 

２.７ 船舶の業務に関する情報 

 船長、作業員５人及びＡ社の担当者の口述並びにＡ社の回答書によれば、次のとお

りであった。 

(1) Ａ船押船列は、茨城県の作業場所における災害復旧工事を終え、平成２７年

４月２５日、次の作業を行う際の基地である気仙沼港に入った。 

(2) Ａ船押船列は、５月１５日及び１６日に、本事故当日に予定されていた作業

場所とは別の作業場所で、フックを吊り具として災害復旧工事を行った。 

(3) Ａ社は、気仙沼市の海岸において、グラブバケットで海底に沈んでいるがれ
．．

き
．
及びコンクリート塊などの撤去を行う災害復旧工事を請け負い、その作業に

Ａ船押船列が５月２３日から従事することとなった。 

 

２.８ 本件送電線に関する情報 

 2.8.1 本件送電線の設置状況 

  Ｃ社及び海上保安庁の二管区水路通報によれば、本件送電線は、上下方向に３本

あり、電圧が６６kＶで、朝日ふ頭の鉄塔の高さは約６４ｍ、蜂ケ埼の鉄塔の高さ

は約６０ｍである。本件送電線が最もたるんだ状態における下段の送電線の海面か

らの高さ（設計値）は、３５.８ｍであり、本事故当日の気温、送電線潮流（送電

線に電流がどの方向にどれだけ流れているかを表したもの）等から推定した本事故

時の海面から下段の送電線までの高さは、約３８.６ｍであった。 

 

2.8.2 送電線の下方を航行する際の注意喚起 

  本件送電線は、海図Ｗ１０９９（気仙沼湾）に記載されており、最高水面上約

３１ｍと表示されている。 

また、Ｃ社は、本件送電線の架設場所、高さ等についてポスターを作成し、海洋

工事を行う会社など関係各所に配布していた。 

 

 2.8.3 事故現場付近の航行に関する情報 

  船長及びＡ社の担当者の口述によれば、船長及びＡ社は、船長が約４年前にＡ船

押船列の船長として本事故現場付近を航行した時は、送電線は架設されておらず、
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また、Ａ船押船列が平成２７年５月１５日及び１６日に本事故現場付近を航行した

が、本件送電線が架設されていることを知らなかった。 

 

２.９ Ａ社の安全管理体制等に関する情報 

2.9.1 安全管理体制 

  船長及びＡ社の担当者の口述並びにＡ社の回答書によれば、Ａ社は、安全管理体

制に関し、運航実施基準、事故処理基準等を定め、船舶管理責任者を置いて安全管

理体制を構築し、具体的な作業について安全作業手順書を作成し、作業ごとに準備

作業、本作業及び片付け作業の手順を示し、要点及び急所を記載して指導していた。 

 

2.9.2 緊急時の対応 

  Ａ社の回答書によれば、事故処理基準、非常マニュアル及び非常連絡表を作成し、

緊急事態が発生した場合の対応を行っていた。 

 

 2.9.3 船長及び作業員の教育 

  Ａ社の担当者の口述及びＡ社の回答書によれば、作業場所において、月に１回、

安全教育が行われており、また、施工業務処理要領に教育訓練計画書を作成して教

育訓練を行い、記録することとなっていた。 

 

２.１０ クレーンの位置に関する規則 

 船員法施行規則（昭和２２年運輸省令第２３号）には、クレーン等の位置に関し、

次のとおり記載されている。 

 （クレーン等の位置） 

  第三条の二十一 船長は、クレーン、デリックその他これらに類する装置を航海

の安全に支障を及ぼすおそれのない位置に保持しなければならない。 

 

２.１１ 気象に関する情報 

2.11.1 気象観測値及び潮汐 

(1) 気象観測値 

本事故現場の西北西方約１.６海里に位置する気仙沼観測所における気温、

風速及び風向の観測値は、次のとおりであった。 

０５時００分 気温 １３.７℃、風速 １.６m/s、風向 西北西 

０６時００分 気温 １５.０℃、風速 ０.９m/s、風向 北西 

０７時００分 気温 １９.１℃、風速 ０.４m/s、風向 西北西 

(2) 潮汐 
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     海上保安庁刊行の潮汐表によれば、本事故現場付近における本事故時の潮

汐は、下げ潮の初期で、潮高は約１２２cm であった。 

 

2.11.2 乗組員の観測 

  船長の口述によれば、天気は晴れ、風はほとんどなく、海上は平穏で、もや
．．

が少

しかかっていたが、海上を航行する上において、視界は良好であった。 

 

２.１２ 同種事故 

 平成２年～２６年の間において、旧海難審判庁の裁決及び運輸安全委員会の報告書

によれば、約１～２年ごとに同種事故が発生しており、合計で１７件の事故が発生し

ている。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１、2.6.2、２.７及び２.８から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船押船列は、茨城県における災害復旧工事を終え、次の災害復旧工事を

行う際の基地となる気仙沼港に平成２７年４月２５日に入った。 

   (2) Ａ船押船列は、５月２３日０５時３０分ごろから、係留場所において、作

業員全員で吊り具をフックからグラブバケットに取り替える作業を開始し、

フックを吊り索から取り外した後、０６時００分ごろ、係留場所から出航し

た。 

   (3) Ａ船押船列は、気仙沼港内を航行中、吊り索にグラブバケットを取り付け

るため、ジブ先端が貨物スペースの船首側に置いたグラブバケットの直上に

来るように操作してジブの傾斜角を約７２.４°に調整した。 

   (4) Ａ船押船列は、朝日ふ頭と蜂ケ埼の間を航行中、ジブの先端部が本件送電

線に接触して送電線の切断等を生じた。 

 

3.1.2 事故発生日時及び場所 

２.１から、本事故の発生日時は、平成２７年５月２３日０６時２７分ごろで、

発生場所は、気仙沼港導灯（前灯）から２６０°６５０ｍ付近であったものと考え

られる。 
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3.1.3 損傷等の状況 

２.３及び２.４から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船押船列は、ジブの先端部に溶痕が生じた。 

   (2) 本件送電線において、下段の１本が切断して中段の１本が損傷し、付近の

９,２７５戸が１時間１３分にわたって停電した。 

 

3.1.4 死傷者等の状況 

２.２から、Ａ船押船列の船長及び作業員に死傷者はいなかった。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員の状況 

２.５(1)から、船長は、適法で有効な小型船舶操縦免許証を有していた。 

２.５(3)から、本事故当時、船長は運航作業に支障を来すような健康状態ではな

かったと考えられる。 

 

3.2.2 船舶の状況 

2.6.2 から、Ａ船及びＢ船は、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかっ

たものと考えられる。 

 

 3.2.3 気象等の状況 

２.１１から、本事故時、天気は晴れ、北西～西北西の風、風力２、海面は穏や

かであり、もや
．．

がかかっていたが、視界は航行する上では支障がなかったものと考

えられる。 

 

3.2.4 ジブの高さと送電線の高さに関する解析 

  ２.１、2.6.2、２.７及び２.８から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船押船列は、気仙沼港内を航行中、吊り索にグラブバケットを取り付け 

る作業を行い、ジブの先端がＢ船の貨物スペース船首側に置いたグラブバケ

ットの直上に来るよう、ジブの傾斜角を約７２.４°に調整したことから、

海面からジブ先端までの高さが約４１.３ｍであった。 

(2) 本事故時、下段の送電線の高さは、海面から約３８.６ｍであった。 

 

3.2.5 本件送電線の存在と認識に関する解析 

  ２.１、２.８、3.2.3 及び 3.2.4 から、次のとおりであった。 

(1) 船長は、本件送電線の存在及び海図に送電線の最高水面からの高さが約
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３１ｍと記載されていることを知らなかったものと考えられる。 

(2) 本件送電線は、係留場所から本件送電線までの距離が約７５０ｍであり、

海面から約３８.６ｍの高さに下段の送電線があったことから、航行を開始

した頃には、その視野に本件送電線があったものと考えられる。 

(3) 上記のことから、船長は、ジブを立てた状態で航行していたものの、本件

送電線の存在を知らなかったことから、前方上空の見張りを適切に行ってい

なかった可能性があると考えられる。 

 

 3.2.6 事故発生に関する解析 

２.１、２.４、2.6.2、２.７及び２.８から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船押船列は、気仙沼港内を航行中、船長がＡ船の上部操舵室で操船に当

たり、作業員５人が、Ｂ船の貨物スペースで吊り索にグラブバケットを取り

付ける作業を行っていたものと考えられる。 

   (2) 作業員は、ジブ先端が貨物スペースの船首側に置いたグラブバケットの直

上に来るようにジブの傾斜角を約７２.４°に調整したものと考えられる。 

   (3) 船長は、本件送電線の存在を知らなかったことから、ジブを立てた状態で

航行していたものの、前方上空の見張りを適切に行っていなかった可能性が

あると考えられる。 

   (4) Ａ船押船列は、ジブ先端の高さが海面から約４１.３ｍの状態で本件送電

線の下を航行し、海面からの高さが約３８.６ｍの下段の送電線にジブの先

端部が接触して同送電線が切断し、中段の送電線に損傷を生じ、付近の

９,２７５戸が１時間１３分にわたって停電したものと考えられる。 

 

 

４ 原 因 
 

 本事故は、Ａ船押船列が、気仙沼港内において、本件送電線の下をクレーンのジブ

を立てた状態で航行したため、本件送電線にジブの先端部が接触して下段の送電線に

切断、中段の送電線に損傷を生じたことにより発生したものと考えられる。 

 Ａ船押船列が、本件送電線の下をクレーンのジブを立てた状態で航行したのは、船

長が、本件送電線の存在を知らなかったことから、ジブを立ててグラブバケットの取

付け作業を行わせていたことによるものと考えられる。 

 船長は、気仙沼港において、本件送電線の存在を知らなかったことから、ジブを立

てた状態で航行していたものの、前方上空の見張りを適切に行っていなかった可能性

があると考えられる。 
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５ 再発防止策 
 

 本事故は、Ａ船押船列が、気仙沼港内を航行中、船長が本件送電線の存在を知らず、

吊り具を取り付けるためにクレーンのジブを立てた状態で航行したことにより発生し

たものと考えられる。 

 送電線が切断されると、送電先の電力の供給が絶たれ、工場の操業停止、鉄道の停

止、店舗の営業に支障を来すなど、社会に与える影響が大きい。 

 したがって、クレーンを搭載した船舶又はクレーンを搭載した台船と列を構成する

船舶は、水路、島しょ間等を航行する場合、船体の最高箇所が送電線等の上空の障害

物に接触しないよう、事前に航行予定海域の情報収集に努め、状況に応じてジブの傾

斜角などを調整し、また、低潮時に航行するなどの時間調整を行う必要がある。 

 

５.１ Ａ社により講じられた措置 

 Ａ社は、事故再発防止策として、次の措置を講じた。 

  (1) 危険箇所の教育、周知 

    送電線の設置場所及び送電線の高さ、養殖棚の設置場所、航行上の注意すべ

き場所等を書き込んだハザードマップを作成し、船長及び作業員に対し、教

育を行い、周知徹底した。 

  (2) 送電線の位置情報の登録 

    ＧＰＳプロッターに送電線の位置情報を登録し、画面上で確認できるように

した。 

  (3) 作業船手順書の改訂 

    作業船手順書の見直しを行い、出航前にクレーン船のジブを格納すること、

及び航行中の吊り具の交換作業を行わないことを追記し、乗組員に対し、周知

徹底した。 

  (4) 発航前点検の実施 

    発航前チェックシートを使用して発航前点検を実施し、ジブの格納及び吊り

具の交換を行っていないことを確認し、元請け会社に報告して確認を得た上で

航行を開始することとした。 

  (5) 監視員の配置 

    正監視員及び副監視員を選任し、押船列の船首に配置された監視員は、航行

中、他の作業を行わず、船長と無線連絡を取ることができる体制をとり、前方

及び周囲の監視を行うことにより、安全運航に努めることとした。 

  (6) 安全教育及びパトロールの実施 

    会社の担当者が定期的に所属船舶に出向き、船長及び作業員に対し、安全教
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育及びパトロールを実施して再教育を行い、安全意識の高揚に努めることとし

た。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付図２ Ａ船一般配置図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図３ Ｂ船一般配置図 
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写真１ Ｂ船全景     写真２ Ａ船下部操舵室 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真３ クレーン格納状況   写真４ ジブ先端 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
写真５ 損傷箇所       写真６ 送電線 
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